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                              平 成 2 9 年 4 月 3 日 

第 248号 

                              新潟県市町村総合事務組合 

目         次 

告 示                                    ページ 

  5 新潟県自治会館附属駐車場使用料徴収業務委託 ································ 1 

公 告 

新潟県市町村総合事務組合公務災害補償等認定委員会委員の就退任について ········· 1 

新潟県市町村総合事務組合公務災害補償等審査会委員の就退任について ············· 2 

監査委員公表 

定期監査結果の公表について ···················································· 2 

辞 令 

事務所長の任免について ······················································· 3 

 

告         示 

新潟県市町村総合事務組合告示第 5号 

 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 158条第 1項の規定により、次のとおり新潟県

自治会館附属駐車場使用料徴収業務を委託したので、同条第 2項の規定により告示する。 

  平成 29年 4月 3日 

 

                新潟県市町村総合事務組合管理者  渡 邊 廣 吉   

 

１ 委託名  

  新潟県自治会館附属駐車場使用料徴収業務委託 

２ 委託期間  

平成 29年 4月 1日から平成 30年 3月 31日まで 

３ 新潟県自治会館附属駐車場使用料徴収業務受託者住所及び氏名 

新潟県新潟市中央区上大川前通 9番町 1268番地 2 

株式会社 新潟ビルサービス 

代表取締役 鈴 木 英 介  

公         告 

新潟県市町村総合事務組合公務災害補償等認定委員会委員の就退任について（公告） 

 新潟県市町村総合事務組合公務災害補償等認定委員会委員の就退任があったので、次のとお

り公告する。 
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  平成 29年 4月 3日 

              新潟県市町村総合事務組合管理者 渡 邊 廣 吉 

 

 退 任  風 間 士 郎   平成 29年 3月 31日 

 退 任  小 池 哲 雄   平成 29年 3月 31日 

 退 任  信 田 直 樹   平成 29年 3月 31日 

 就 任  風 間 士 郎   平成 29年 4月 1日 

 就 任  小 池 哲 雄   平成 29年 4月 1日 

 就 任  信 田 直 樹   平成 29年 4月 1日 

                                            

 

新潟県市町村総合事務組合公務災害補償等審査会委員の就退任について（公告） 

 新潟県市町村総合事務組合公務災害補償等審査会委員の就退任があったので、次のとおり公

告する。 

  平成 29年 4月 3日 

                 新潟県市町村総合事務組合管理者 渡 邊 廣 吉   

 

 退 任  藤 巻 元 雄   平成 29年 3月 31日 

 退 任  堂 前 洋一郎   平成 29年 3月 31日 

 就 任  勝 見 洋 人   平成 29年 4月 1日 

 就 任  堂 前 洋一郎   平成 29年 4月 1日 

監 査 委 員 公 表 

定期監査結果の公表について 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 199条第 1項及び第 4項の規定に基づき、新潟県市

町村総合事務組合の定期監査を実施したので、同条第 9項の規定により監査結果を次のとおり

公表する。 

  平成 29年 4月 3日 

                新潟県市町村総合事務組合監査委員 小 池 清 彦   

                新潟県市町村総合事務組合監査委員 須 貝 龍 夫   

 

１ 監査年月日 

  平成 29年 3月 22日及び 28日 

２ 監査対象年度及び期間 

  平成 28年度 平成 28年 4月 1日から平成 29年 2月 28日まで 

３ 監査結果 

  監査の結果、新潟県市町村総合事務組合の財務に関する事務及び経営に係る事業の管理は

適正に執行されているものと認められた。 
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辞         令 

事務所長の任免について（辞令） 

 新潟県市町村総合事務組合行政組織規則（平成 16年規則第 2号）第 15条第 1項に規定する

事務所長に異動があったので、次のとおり発令した。 

  平成 29年 4月 3日 

新潟県市町村総合事務組合管理者 渡 邊 廣 吉   

 

 平成 29年 3月 31日付け  新潟市事務所長を免ずる  古 俣 泰 規 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


